
  
 

対象となる木造住宅 

能代市内の次のすべての要件を満たす住宅が対象になります。  

① 昭和５６年５月３１日以前に着工されたもの。（なお、昭和５６年６月１日以降に増築

等を行っている住宅は対象外となる場合があります。） 

② 居住用の木造戸建て住宅（店舗等の用途を兼ねるもの（店舗等の用に供する部分の床面

積が延床面積の２分の１未満のもの）を含む。丸太組工法は除く。）であること。 

③ 過去に能代市耐震改修促進事業による補助金の交付を受けて、耐震診断、耐震改修工事

を実施していないこと。 
 

募集期間及び募集戸数 

募集期間：令和７年５月１日（木）から令和７年１１月２８日（金）まで 

募集戸数：５戸（先着順となりますので、受付戸数に達した場合は申請期間内であっても、申

請を締切る場合があります。事前に電話等で確認をお願いします。） 
 

耐震診断の費用 

耐震診断費用は 1 戸あたり１３万円です。 

このうち、能代市が１２万円を負担しますので、 自己負担額は１万円 です。 
 

ご注意下さい 

 点検商法・サービス商法にご注意下さい。 

能代市の派遣する耐震診断士は、秋田県知事により「秋田県木造住宅耐震診断技術者登

録制度」により登録を受けた建築士で、「登録証」を携帯していますので、ご確認下さい。 

また、自己負担額の支払いは、耐震診断士から配布される振込用紙にて行います。 

「振込先：一般社団法人秋田県建築士会、振込金額１０，０００円」となります。振込先

及び金額をご確認下さい。 

 当耐震診断は、「一般診断法」（一般財団法人 日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と

補強方法」）により、住宅の耐震性能の目安を判断するものです。 
 

お申込み・お問い合わせ先 

〒０１６－８５０１ 住所 能代市上町１－３ 能代市都市整備部都市整備課建築係 

☎ ０１８５－８９－２９４０ 

 

住宅の耐震診断 
はいかがですか？ 

耐震診断により お住まいの住宅の 地震に対する強さがわかります。 

ぜひお申し込み下さい。 



木造住宅の耐震診断 申し込みから耐震診断まで 

 
 申込書は能代市新庁舎２階都市整備課窓口にございます。申込書に必要事項を記入のう

え、必要書類の写しを添えて、能代市都市整備部都市整備課へ提出して下さい。(郵送可) 

以下の書類等が必要です。 

 能代市木造住宅耐震診断申込書 

 住宅の図面 

住宅の図面（平面図等）をご用意下さい。（図面がない場合もお申し込みできます) 

 着工時期（年月）のわかる資料 

固定資産税（土地・家屋）課税明細書、建築確認通知書、確認検査済証、工事請負契

約書、登記簿謄本等のうち、いずれかの写し 

 能代市納税証明書の写し 

 対象住宅に借家人が居住している場合、借家人の同意書の写し 

 対象住宅が共有名義である場合、共有者全員の同意書の写し 

 

お申し込み頂いた内容について確認し、事業の対象として支障がない場合、「秋田県木

造住宅耐震診断技術者登録名簿」より、耐震診断を担当する建築士（以下「耐震診断士」

という。）を選定し、その氏名及び所属等を記載した「能代市木造住宅耐震診断実施承認

通知書」を申請者へ送付します。 

 

 現地調査の日時調整のため、担当する耐震診断士より直接電話で連絡をいたします。 

 

 耐震診断士がご自宅へ訪問し、住宅の調査を行います。現地調査は、建物の状態等を目

視で行い、床下や天井裏等も押し入れ等から可能な限り調査しますので、調査の実施につ

いて、ご理解・ご協力をお願いします。 

【診断費用のお支払い】 

 また、耐震診断費用にかかる自己負担額について、耐震診断士の配布する「振込案内」

をお受け取り頂き、指定の期日までに１万円をお振り込み下さい。 

 

  耐震診断士が作成した診断結果に基づき、能代市より文書で通知します。 

 

 お住まいの住宅によっては、その利用状況や建築工法により、耐震診断の対象とならな

い場合があります。申請頂いた内容をもとに判断させて頂きますので、ご了承下さい。 

1. 申し込み 

2. 承認通知 

3. 現地調査日時の調整 

４. 現地調査 

5. 診断結果の通知 

その他 


